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�
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の
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議
会
公
告

�
平
成
十
四
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況

公
安
委
員
会
規
則

�
香
川
県
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

一
〇

�
香
川
県
警
察
組
織
規
則
及
び
香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
五

警
察
本
部
告
示

�
香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
活
動
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
旨
の
告
示

●
香
川
県
告
示
第
三
百
十
六
号

香
川
県
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
香
川
県
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
施
策
の
実
施
方
針
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
十
五

年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

香
川
県
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
施
策
の
実
施
方
針

本
県
の
暴
走
族
は
、
暴
走
行
為
は
も
と
よ
り
、
警
察
官
に
対
す
る
公
務
執
行
妨
害
事
件
、
警
察
施
設
に

対
す
る
襲
撃
事
件
、
暴
走
族
同
士
の
対
立
抗
争
事
件
、
暴
走
族
内
の
リ
ン
チ
等
に
よ
る
傷
害
事
件
、
金
庫

破
り
、
ひ
っ
た
く
り
等
窃
盗
事
件
そ
の
他
一
般
人
を
巻
き
込
ん
だ
集
団
に
よ
る
不
法
事
案
を
敢
行
す
る
等

ぼ
う

交
通
秩
序
を
破
壊
す
る
の
み
な
ら
ず
粗
暴
か
つ
凶
悪
な
犯
罪
を
行
う
集
団
へ
と
変
貌
し
て
き
て
お
り
、
大

き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

暴
走
族
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
ほ
と
ん
ど
が
少
年
で
あ
り
、
警
察
に
よ
る
継
続
的
な
指

導
及
び
取
締
り
、
街
頭
補
導
、
交
通
安
全
教
室
の
開
催
等
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
た
な
構
成
員
を
勧
誘
す

る
等
し
て
世
代
交
代
を
繰
り
返
し
、
依
然
存
続
し
続
け
て
い
る
。

ま
た
、
暴
走
族
は
、
暴
走
族
に
加
入
し
て
い
る
少
年
が
暴
走
族
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
試
み
て
も
、
そ
の

少
年
、
保
護
者
等
に
対
し
、
暴
行
、
脅
迫
等
の
手
段
を
用
い
て
、
暴
走
族
か
ら
離
脱
さ
せ
な
い
よ
う
に
す

る
等
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
官
民
が
一
体
と
な
り
当
該
少
年
、
保
護
者
等
に

対
し
、
援
助
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
か
ん
が
み
、
香
川
県
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
条
例
の
目
的
で
あ
る
県
民
生
活

第４２号

平 成１５年

５月３０日（金曜日）

告

示

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）
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川
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報
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十
五
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五
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〇
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の
安
全
と
平
穏
の
確
保
及
び
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
こ
こ
に
、
香
川
県
暴
走
族
等
の
追
放
に

関
す
る
施
策
の
実
施
方
針
を
定
め
る
。

一

暴
走
族
等
の
追
放
の
促
進
に
係
る
啓
発
活
動
及
び
県
民
意
識
の
高
揚
に
関
す
る
事
項

県
は
、
事
業
者
、
市
町
、国
そ
の
他
関
係
す
る
団
体
と
密
接
に
連
携
し
な
が
ら
交
通
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、

交
通
安
全
教
室
の
開
催
そ
の
他
の
交
通
安
全
活
動
を
実
施
し
、
少
年
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
会
議
を

開
催
し
、
及
び
暴
走
族
等
の
追
放
の
促
進
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
、
ス
テ
ッ
カ
ー
等
を
配
布
す
る
こ
と
に

よ
り
暴
走
族
等
の
実
態
等
に
つ
い
て
、
広
く
県
民
に
周
知
し
、
暴
走
族
等
の
追
放
の
促
進
に
関
す
る
意

識
の
高
揚
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
県
は
、
報
道
機
関
に
対
し
暴
走
族
等
の
実
態
等
に
関
す
る
資
料
提
供
を
積
極
的
に
行
い
、
粗

暴
か
つ
凶
悪
な
暴
走
族
等
の
正
確
な
実
態
等
が
報
道
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
「
暴
走
を
し

な
い
、
さ
せ
な
い
、
許
さ
な
い
」
と
い
う
世
論
を
形
成
し
、
そ
の
定
着
化
を
図
り
、
も
っ
て
暴
走
族
等

の
い
な
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

二

暴
走
族
へ
の
加
入
の
防
止
及
び
暴
走
族
か
ら
の
離
脱
の
促
進
に
関
す
る
事
項

１

暴
走
族
へ
の
加
入
の
防
止
に
関
す
る
事
項

少
年
が
暴
走
族
に
加
入
し
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
同
級
生
若
し
く
は
先
輩
、
職
場
の
同
僚

あ
こ
が

等
に
よ
る
強
制
若
し
く
は
勧
誘
又
は
暴
走
族
へ
の
憧
れ
、
自
動
車
等
に
対
す
る
興
味
等
の
短
絡
的
な

発
想
に
よ
り
暴
走
族
に
加
入
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
県
は
、
暴
走
族
等
の
追
放
の
促
進
に
関

す
る
チ
ラ
シ
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
、
暴
走
族
加
入
阻
止
教
室
の
開
催
そ
の
他
の
活
動
を
通
じ

て
、
少
年
、
保
護
者
、
学
校
又
は
職
場
の
関
係
者
等
に
対
し
、
暴
走
族
の
実
態
等
に
係
る
情
報
を
提

供
し
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
少
年
の
暴
走
族
へ
の
加
入
の
防
止
に
つ
い
て
理
解
及
び
協
力
が
得
ら
れ
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

暴
走
族
か
ら
の
離
脱
の
促
進
に
関
す
る
事
項

暴
走
族
は
、
暴
走
族
に
加
入
し
て
い
る
少
年
が
暴
走
族
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
試
み
て
も
、
そ
の
少

年
、
保
護
者
等
に
対
し
、
暴
行
、
脅
迫
等
の
手
段
を
用
い
て
、
暴
走
族
か
ら
離
脱
さ
せ
な
い
よ
う
に

す
る
傾
向
が
強
く
、
そ
の
た
め
暴
走
族
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
極
め
て
難
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
県
は
、
暴
走
族
か
ら
離
脱
の
意
思
を
有
す
る
少
年
及
び
離
脱
し
た
少
年
並
び
に
こ
れ
ら
の
保
護

者
等
に
対
し
、
暴
走
族
か
ら
の
離
脱
に
係
る
相
談
活
動
及
び
援
助
活
動
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
県
は
、
県
民
、
事
業
者
、
市
町
、
国
そ
の
他
関
係
す
る
団
体
と
密
接
に
連
携
し
、
暴
走
族

に
加
入
し
て
い
る
少
年
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
文
化
活
動
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
そ
の
他
の
社
会
活
動

に
参
加
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
推
進
し
、
暴
走
族
か
ら
離
脱
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

三

暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
関

す
る
事
項

１

暴
走
族
等
追
放
重
点
地
区
の
指
定

県
は
、
暴
走
族
等
の
実
態
等
を
考
慮
し
、
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
が

特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
暴
走
族
等
追
放
重
点
地
区（
以
下「
重
点
地
区
」と
い
う
。
）

と
し
て
、
原
則
三
年
間
の
期
間
を
定
め
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

暴
走
族
等
追
放
重
点
地
区
協
議
会
の
設
置

重
点
地
区
に
、
暴
走
族
等
追
放
重
点
地
区
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

３

協
議
会
の
活
動
計
画
等
の
策
定

協
議
会
は
、
重
点
地
区
に
お
け
る
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
活
動
計
画
等
を
策
定
し
、
及
び
こ

れ
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

４

暴
走
族
追
放
推
進
委
員
の
設
置

重
点
地
区
に
、
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
活
動
を
行
わ
せ
る
た
め
、
警
察
署
長
が
委
嘱
す
る
暴

走
族
追
放
推
進
委
員
を
置
く
。

四

そ
の
他
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
し
必
要
な
事
項

１

事
業
者
へ
の
要
請

県
は
、
自
動
車
等
若
し
く
は
そ
の
部
品
の
販
売
又
は
自
動
車
等
の
修
理
を
業
と
す
る
者
、
自
動
車

等
の
燃
料
の
販
売
を
業
と
す
る
者
及
び
衣
服
等
に
刺
し
ゅ
う
等
を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
に
対
し
、

暴
走
族
等
の
実
態
等
に
係
る
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
施
策
に
協

力
す
る
よ
う
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

２

公
共
の
場
所
の
管
理
者
等
へ
の
要
請

県
は
、
公
共
の
場
所
の
管
理
者
及
び
道
路
の
管
理
者
と
密
接
に
連
携
を
図
り
、
こ
れ
ら
の
管
理
者

に
対
し
、
暴
走
族
等
の
実
態
等
に
係
る
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
暴
走
族
等
の
追
放
の
促
進
に

関
す
る
必
要
な
措
置
を
構
ず
る
よ
う
要
請
し
、
及
び
助
言
す
る
も
の
と
す
る
。

３

関
係
機
関
等
へ
の
要
請

県
は
、
市
町
、
国
そ
の
他
関
係
す
る
団
体
（
以
下
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
）
と
密
接
に
連
携

を
図
り
、
こ
れ
ら
の
関
係
機
関
等
に
対
し
、
暴
走
族
等
の
実
態
等
に
係
る
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、
関
係
機
関
等
が
主
体
と
な
り
、
暴
走
族
等
の
追
放
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
そ
の
実

香

川

県

報
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成
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五
年
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月
三
十
日
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施
に
努
め
る
よ
う
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

４

暴
走
族
追
放
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
積
極
的
な
活
用

県
は
、
少
年
、
保
護
者
、
学
校
又
は
職
場
の
関
係
者
等
に
対
し
、
暴
走
族
等
の
実
態
等
に
係
る
情

報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
警
察
本
部
に
置
く
暴
走
族
追
放
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
積
極
的
に
活

用
す
る
よ
う
広
報
し
、
暴
走
族
へ
の
加
入
の
防
止
及
び
暴
走
族
か
ら
の
離
脱
の
促
進
の
た
め
の
施
策

の
効
果
的
な
展
開
を
図
る
も
の
と
す
る
。

５

自
動
車
等
の
盗
難
予
防
の
施
策
の
推
進

県
は
、
暴
走
行
為
等
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
等
に
盗
難
車
両
が
多
い
こ
と
か
ら
、
県
民
一
人
ひ
と

り
が
自
己
の
所
有
す
る
自
動
車
等
及
び
そ
の
エ
ン
ジ
ン
キ
ー
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
の
自
動
車
等
の

盗
難
予
防
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
防
犯
指
導
及
び
広
報
啓
発
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
百
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

●
香
川
県
告
示
第
三
百
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

●
香
川
県
告
示
三
百
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

指
定
年
月
日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
五
、
二
、
一
九

有
限
会
社
介
護
支
援

サ
ー
ク
ル
ア
ニ
メ
イ

ト丸
亀
市
天
満
町
一
丁

目
六
―
三
九

有
限
会
社
介
護
支
援

サ
ー
ク
ル
ア
ニ
メ
イ

ト丸
亀
市
天
満
町
一
丁

目
六
―
三
九

訪
問
介
護

平
成
一
五
、
三
、
一

川
重
坂
出
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社

坂
出
市
川
崎
町
一

川
重
坂
出
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社

坂
出
市
川
崎
町
一

福
祉
用
具
貸
与

平
成
一
五
、
一
、
一
〇

有
限
会
社
コ
ダ
マ

小
豆
郡
土
庄
町
甲
八

有
限
会
社
コ
ダ
マ

小
豆
郡
土
庄
町
甲
八

福
祉
用
具
貸
与

指
定
年
月
日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
五
、
二
、
一

医
療
法
人
社
団
寿
愛

会
羽
崎
病
院

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
一
五
三
八
―
一

医
療
法
人
社
団
寿
愛

会
羽
崎
病
院

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
一
五
三
八
―
一

介
護
療
養
型
医
療
施
設

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事

業

所

の

名

称

及

び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
七
〇
一

〇
二
二
九
五

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
す
ら

ぎ

有
限
会
社
山
本
ア
ソ
シ
エ

イ
ツ

平
成
十
五
年

五
月
二
十
一

痴
呆
対
応

型
共
同
生

二
五
―
五

二
五
―
五

平
成
一
五
、
三
、
一
五

介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
大
川
荘

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富

田
西
一
二
七
二
―
四

有
限
会
社
介
護
支
援

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富

田
西
一
三
五
―
一

訪
問
介
護
及
び
通
所
介

護

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
三
百
二
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

一

指

定

番

号

建
築
指
道

第
二
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
日

三

指
定
道
路
の
位
置

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
下
浅
野
二
四
〇
―
一
及
び
二
四
〇
―
六

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

三
〇
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
六
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
弘
生
会

木
村

弘

高
松
市
屋
島
西
町
二
二
八
一
番
地
一
七

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
知
的
障
害
者
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
対
し
て
、
清
掃
の
教
育
指
導
及
び
清
掃
の
事

業
を
行
い
、
職
場
を
提
供
を
し
て
、
社
会
的
地
位
と
生
活
の
向
上
と
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
六
十
六
号

香
川
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
香
川
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
四
年
度
に
お
け
る
行
政
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

１
行
政
文
書
の
公
開
の
状
況

（単
位

件

）

高
松
市
天
神
前
五
番
二
二

号

代
表
取
締
役

山
本
か
お

り高
松
市
屋
島
西
町
二
二
七

四
番
地
一
九

日

活
介
護

三
七
七
〇
一

〇
二
三
〇
三

有
限
会
社
パ
ン
ド
ラ

高
松
市
多
賀
町
二
丁
目
一

七
番
一
号

有
限
会
社
パ
ン
ド
ラ

取
締
役

藤
田
裕
幸

高
松
市
多
賀
町
二
丁
目
一

七
番
一
号

〃

訪
問
介
護

左
の

内
訳

Ｃ

そ
の
他２３１２０００

対
象
行
政
文
書
数
（
決
定
内
容
別
）

Ｂ計

１６
，５７５

１
，１１０６７１

４３６

非
公
開

８２６４３００７０

一
部

公
開

１２
，５６４

１
，０２６００

３３７

公
開

３
，１８５４１６７１２９

Ａ（
Ｂ
＋
Ｃ
）

公
開
請
求

処
理
件
数

１６
，５９８

１
，１２２６７１

４３６

公
開
請
求

件
数

５２８３０１０１１０

実
施
機
関

知
事

教
育
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

人
事
委
員
会

監
査
委
員

公

告

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

四



（注

）１

「公
開
請
求
処
理
件
数

」と
は
�
実
施
機
関
が
公
開
請
求
に
係
る
文
書
を
特
定
し
�
決
定
を

し
た
文
書
数
を
い
う
�

２

「非
公
開

」に
は
�
不
存
在
に
よ
る
却
下
処
分
も
含
む
�

３

「そ
の
他

」と
は
�
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
�

２
不
服
申
立
て
の
状
況

�
不
服
申
立
て
件
数

７９
件

�
不
服
申
立
て
の
処
理
状
況

（単
位

件

）

（注

）

「平
成
１３
年
度
以
前

」の
不
服
申
立
て
の
件
数
は
�
平
成
１３
年
度
ま
で
に
提
起
さ
れ
た
不
服
申

立
て
の
う
ち
�
平
成
１４
年
度
以
降
の
審
査
に
関
す
る
も
の
の
件
数
で
あ
る
�

●
香
川
県
公
告
第
三
百
六
十
七
号

香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
一
年
香
川
県
条
例
第
一
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
四
年
度
に
お
け
る
同
条
例
の
施
行
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

１
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
の
件
数

２
開
示
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況

（単
位

件

）

０００００１３６

００００５

４７６

１８
，６７０

０００００１５

９５４

００００２

４６１

１４
，３９０

００００３０

３
，３２６

００００５

４７７

１８
，７０６

００００２２０

６０１

地
方
労
働
委
員
会

収
用
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

公
安
委
員
会

警
察
本
部
長

合
計

裁
決
、
決
定
等
の
状
況

審
理
中

１８６

却
下１

棄
却２３

一
部
認
容３７

認
容１

不
服
申
立
て
件
数

合
計

２４８

平
成
１３
年
度
以
前

１６９

平
成
１４
年
度７９

登
録

事
務

数

８０７

１９８１２１１１３１３１０１０１０

１
，０８４

実
施

機
関

知
事

教
育
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

人
事
委
員
会

監
査
委
員

地
方
労
働
委
員
会

収
用
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会計

調
査
中１００００００００

却
下

２００００００００

一
部
開
示９００００００００

不
存
在２１０００００００

開
示４３０００５００００

請
求
件
数５７１００５００００

実
施
機
関

知
事

教
育
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

人
事
委
員
会

監
査
委
員

地
方
労
働
委
員
会

収
用
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

五



３
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求

（単
位

件

）

４
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

（単
位

件

）

※
平
成
１３
年
度
中
の
未
処
理
案
件
の
処
理
を
含
む
た
め
�
件
数
と
内
訳
は
一
致
し
な
い
�

５
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
処
理
状
況

（単
位

件

）

※
平
成
１３
年
度
中
の
未
処
理
案
件
に
つ
い
て
処
理
を
行
っ
た
も
の
�

６
是
正
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

（単
位

件

）

１
２

９
３

４８
６３

計

開
示
件
数

０２３４１３５７６１８３１６７５１１０００２

３
，３６３１３０２２

実
施
機
関

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会

試
験

等
の

名
称

行
政
書
士
試
験

調
理
師
試
験

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

保
育
士
試
験

保
育
専
門
学
院
入
学
試
験

准
看
護
師
試
験

歯
科
技
工
士
試
験

医
療
短
期
大
学
一
般
入
学
試
験

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

薬
種
商
認
定
試
験
及
び
承
継
試
験

砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験

職
業
訓
練
指
導
員
試
験

技
能
検
定
試
験

改
良
普
及
員
資
格
試
験

農
業
大
学
校
一
般
入
学
試
験

採
石
業
務
管
理
者
試
験

香
川
県
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜

香
川
県
立
高
等
学
校
専
攻
科
入
学
者
選
抜

香
川
県
公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
試
験

香
川
県
立
高
松
北
中
学
校
入
学
者
選
抜

７１３２３１４１０２

３
，６７７

教
育
委
員
会

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会

合
計

香
川
県
立
高
瀬
の
ぞ
み
が
丘
中
学
校
入
学
者
選
抜

職
員
等
採
用
上
級
試
験

職
員
等
採
用
中
級
試
験

職
員
等
採
用
初
級
試
験

警
察
官
Ａ
採
用
試
験

警
察
官
Ｂ
採
用
試
験

職
員
採
用
選
考
試
験

却
下

１

不
訂
正

２

訂
正

１

請
求
件
数３

実
施

機
関

知
事

取
下
げ０

答
申

の
内

容

審
理
中０

却
下０

棄
却１

一
部
認
容０

認
容０

不
服
申
立
て
件
数０

処
理

状
況

処
理

中

０

処
理

済

０

是
正
の
申
出
の
件
数

０

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

六



●
香
川
県
公
告
第
三
百
六
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
十
九
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ゆ
め
タ
ウ
ン
高
松

高
松
市
上
天
神
町
高
田
三
一
四
番
一
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

新
た
に
駐
車
場
が
設
置
さ
れ
る
店
舗
の
北
側
に
住
居
が
隣
接
す
る
た
め
、
駐
車
場
内
の
自
動
車
等

か
ら
の
騒
音
、
荷
さ
ば
き
作
業
等
に
伴
う
騒
音
等
に
よ
り
、
周
辺
の
生
活
環
境
が
そ
こ
な
わ
れ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
十
分
な
配
慮
を
す
る
こ
と
。

２

店
舗
周
辺
交
通
の
安
全
と
円
滑
の
確
保
を
図
る
た
め
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
三
百
六
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
川
島
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改

良
事
業
峰
友
南
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
五
月
十
六
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
同
年
七
月
三

日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
満
濃
町
が
土
地
改

良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
）
光
元
地
区
）
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成

十
五
年
五
月
十
五
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
満
濃
町
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
六
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
満
濃
町
が
土
地
改

良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
・
農
道
整
備
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
）
光
元
地
区
）
計
画
を
変
更
す

る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
五
月
十
五
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
満
濃
町
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
六
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
木
田
郡
三

木
町
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
五
年
五
月
十
九
日
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

七



香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
丸
亀
市

郡
家
町
大
池
宮
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退

任

年

月

日

種

類

理

事

�
�

賢
一

丸
亀
市
郡
家
町
三
〇
六
六
番
地

平
成
一
四
、
一
〇
、
二
七

〃

湯
浅

博

〃

〃

二
三
三
〇
番
地

平
成
一
五
、
三
、
三
一

〃

行
成

介
志

〃

〃

二
三
八
六
番
地
の
第
一

〃

〃

岡
原

又
平

〃

〃

三
〇
九
七
番
地
の
一

〃

〃

	
俵

琴
市

〃

〃

二
〇
四
三
番
地
二

〃

〃

	
俵

俊
治

〃

〃

二
六
四
九
番
地
の
一

〃

〃

井
澤

信
也

〃

〃

二
八
三
三
番
地
一

〃

〃

佐
古

英
雄

〃

〃

二
六
五
七
番
地
の
一

〃

監

事

岩
倉

闊
正

〃

〃

二
七
九
〇
番
地
一

〃

〃



上

滋

〃

〃

二
三
九
七
番
地

平
成
一
四
、
一
一
、
二
九

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就

任

年

月

日

種

類

理

事

湯
浅

博

丸
亀
市
郡
家
町
二
三
三
〇
番
地

平
成
一
五
、
四
、
一

〃

行
成

介
志

〃

〃

二
三
八
六
番
地
の
第
一

〃

〃

岡
原

又
平

〃

〃

三
〇
九
七
番
地
の
一

〃

〃

草
薙

政
�

〃

〃

二
五
九
〇
番
地

〃

〃

佐
古

英
雄

〃

〃

二
六
五
七
番
地
の
一

〃

〃

�
木

豊

〃

〃

二
六
四
七
番
地

〃

〃

井
澤

厚
子

〃

〃

二
九
九
七
番
地

〃

〃

齊
藤

敬

〃

〃

三
〇
七
〇
番
地

〃

監

事

本
田

治
秀

〃

〃

二
三
九
七
番
地
一

〃

〃

岩
倉

闊
正

〃

〃

二
七
九
〇
番
地
一

〃

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
丸
亀
市

川
西
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

冨
田

重
義

丸
亀
市
川
西
町
南
三
四
五
番
地
の
二

平
成
一
五
、
三
、
三
一

〃

田
村

武

〃

〃

甲
四
六
九
番
地

〃

〃

山
地

敏
照

〃

〃

四
二
七
番
地

〃

〃

田
中

弘
志

〃

〃

甲
九
五
六
番
地

〃

〃

新
名

敏

〃

〃

五
三
番
地

〃

〃

寒
川

健
治

〃

〃

甲
五
六
番
地

〃

〃

矢
野

茂


〃

川
西
町
北
三
七
番
地

〃

〃

松
永

輝
美

〃

〃

一
一
八
番
地

〃

〃

村
井

吉
弘

〃

〃

二
三
四
番
地

〃

〃

矢
野

豊

〃

〃

二
八
八
番
地

〃

〃

山
田

安
行

〃

〃

六
八
二
番
地

〃

〃

松
永

時
和

〃

〃

六
七
〇
番
地
一

〃

監

事

草
薙

良
一

〃

〃

甲
四
七
番
地

〃

〃

近
藤

忠
顯

〃

〃

六
六
七
番
地
二

〃

二

就
任
し
た
役
員

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

八



役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

冨
田

重
義

丸
亀
市
川
西
町
南
三
四
五
番
地
の
二

平
成
一
五
、
四
、
一

〃

田
村

武

〃

〃

甲
四
六
九
番
地

〃

〃

山
地

敏
照

〃

〃

四
二
七
番
地

〃

〃

田
中

弘
志

〃

〃

甲
九
五
六
番
地

〃

〃

新
名

敏

〃

〃

五
三
番
地

〃

〃

寒
川

健
治

〃

〃

甲
五
六
番
地

〃

〃

矢
野

茂


〃

川
西
町
北
三
七
番
地

〃

〃

松
永

輝
美

〃

〃

一
一
八
番
地

〃

〃

村
井

吉
弘

〃

〃

二
三
四
番
地

〃

〃

矢
野

豊

〃

〃

二
八
八
番
地

〃

〃

山
田

安
行

〃

〃

六
八
二
番
地

〃

〃

松
永

時
和

〃

〃

六
七
〇
番
地
一

〃

監

事

草
薙

良
一

〃

〃

甲
四
七
番
地

〃

〃

近
藤

忠
顯

〃

〃

六
六
七
番
地
二

〃

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
出
市

坂
出
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

吉
田

秀
信

坂
出
市
旭
町
三
丁
目
一
番
二
五
号

平
成
一
五
、
三
、
二
九

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
十
六
号

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
十
七
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
国

土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
基
づ

き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事

川

北

文

雄

一

作
業
種
類

基
本
測
量
（
精
密
測
地
網
高
度
基
準
点
測
量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
十
日
ま
で

三

作
業
地
域

高
松
市
、
坂
出
市
及
び
さ
ぬ
き
市

●
香
川
県
議
会
公
告
第
一
号

香
川
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
香
川
県
条
例
第
七
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
十
四
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
議
会
議
長

白

井

昌

幸

土

地

改

良

事

業

名

地

区

名

工
事
完
了
年
月
日

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）

野
上
池
地
区

平
成
一
五
、
三
、
一
五

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）

東
原
池
地
区

平
成
一
五
、
三
、
四

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）

菅
池
地
区

平
成
一
五
、
三
、
二
〇

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）

上
所
池
地
区

平
成
一
五
、
四
、
四

議
会
公
告

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

九



１
公
文
書
の
公
開
の
状
況

（単
位

件

）

２
不
服
申
立
て
の
状
況

不
服
申
立
て
件
数

０
件

香
川
県
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

伊

東

弘

敦

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号

香
川
県
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、香
川
県
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
条
例（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
三
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
警
察
本
部
長
等
の
責
務
）

第
二
条

香
川
県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
」
と
い
う
。
）
及
び
警
察
署
長
は
、
暴
走
族
等
に

関
す
る
捜
査
及
び
取
締
り
は
も
と
よ
り
、
警
察
職
員
に
よ
る
交
通
安
全
教
育
活
動
、
街
頭
補
導
そ
の
他

の
諸
活
動
を
通
じ
、
県
民
、
事
業
者
、
市
町
、
国
そ
の
他
関
係
す
る
団
体
に
対
し
暴
走
族
等
に
関
す
る

情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
協
力
を
得
て
、
暴
走
族
等
の
い
な
い
ま
ち
づ
く
り
の
推

進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
調
査
）

第
三
条

警
察
本
部
長
及
び
警
察
署
長
は
、
暴
走
行
為
又
は
条
例
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た

場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
場
所
及
び
そ
の
周
辺
の
環

境
を
調
査
し
、
当
該
行
為
が
将
来
再
発
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
暴
走
行
為
等
に
関
す
る
相
談
へ
の
対
応
）

第
四
条

警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
は
、
暴
走
族
等
に
関
す
る
相
談
を
受
け
た
と
き
は
、
必
要
な
捜
査

を
行
う
ほ
か
、
事
情
を
調
査
し
、
当
該
相
談
の
申
出
人
に
対
し
、
暴
走
族
の
構
成
員
、
暴
走
族
の
構
成

員
で
あ
っ
た
者
等
へ
の
対
応
方
法
に
関
す
る
指
導
、
適
切
な
援
助
機
関
の
教
示
そ
の
他
相
談
の
内
容
に

応
じ
て
相
当
と
認
め
る
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
少
年
等
へ
の
援
助
の
措
置
）

第
五
条

香
川
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
暴
走
族
へ
加
入
す
る
よ
う
強

制
又
は
勧
誘
を
受
け
た
少
年
、
暴
走
族
か
ら
離
脱
し
た
少
年
、
暴
走
族
か
ら
の
離
脱
の
意
思
を
有
す
る

少
年
そ
の
他
こ
れ
ら
の
保
護
者
又
は
学
校
若
し
く
は
職
場
の
関
係
者
等
か
ら
条
例
第
十
二
条
の
申
出
を

受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
出
の
内
容
に
応
じ
て
、
次
に

掲
げ
る
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

暴
走
族
の
構
成
員
、
暴
走
族
の
構
成
員
で
あ
っ
た
者
等
か
ら
の
不
当
な
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、

こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
警
告
等
を
す
る
こ
と
。

二

暴
走
族
へ
の
加
入
の
防
止
又
は
暴
走
族
か
ら
の
離
脱
の
た
め
の
交
渉
を
仲
介
す
る
こ
と
。

三

暴
走
族
へ
の
加
入
の
防
止
又
は
暴
走
族
か
ら
の
離
脱
の
た
め
の
交
渉
を
行
う
場
所
と
し
て
警
察
施

設
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
。

四

暴
走
族
へ
の
加
入
の
防
止
又
は
暴
走
族
か
ら
の
離
脱
の
た
め
の
交
渉
の
方
法
等
を
指
導
す
る
こ
と
。

五

暴
走
族
の
構
成
員
と
の
交
際
を
や
め
、
及
び
生
活
環
境
を
改
善
す
る
た
め
の
必
要
な
助
言
を
行
う

こ
と
。

２

前
項
の
申
出
は
、別
記
様
式
第
一
号
の
援
助
申
出
書
を
、警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、

公
安
委
員
会
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
護
者
へ
の
要
請
）

第
六
条

条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
要
請
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
指
導
要
請
書
を
暴
走
族
に
加
入

し
て
い
る
少
年
の
保
護
者
に
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
等
へ
の
協
力
依
頼
）

第
七
条

公
安
委
員
会
は
、
暴
走
族
等
の
追
放
を
促
進
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

一

自
動
車
等
若
し
く
は
そ
の
部
品
の
販
売
又
は
自
動
車
等
の
修
理
を
業
と
す
る
者

自
動
車
等
を
不

正
に
改
造
し
、
及
び
自
動
車
等
を
不
正
に
改
造
す
る
た
め
の
場
所
を
提
供
し
な
い
こ
と
並
び
に
そ
の

左
の

内
訳

Ｃ
そ
の
他０

対
象
公
文
書
数
（
決
定
内
容
別
）

Ｂ計
３２

非
公
開２

一
部
公
開１６

公
開１４

Ａ
（
Ｂ
＋
Ｃ
）

公
開
請
求
処
理
件
数

３２
公
安
委
員
会
規
則

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

一
〇



旨
の
標
示
、
改
造
車
を
修
理
し
、
及
び
改
造
車
を
修
理
す
る
た
め
の
場
所
を
提
供
し
な
い
こ
と
並
び

に
そ
の
旨
の
標
示
並
び
に
暴
走
族
等
の
追
放
の
促
進
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
、
ス
テ
ッ
カ
ー
等
の
掲
示

二

自
動
車
等
の
燃
料
の
販
売
を
業
と
す
る
者

改
造
車
を
運
転
し
て
い
る
者
に
対
し
燃
料
を
販
売
し

な
い
こ
と
及
び
そ
の
旨
の
標
示
並
び
に
暴
走
族
等
の
追
放
の
促
進
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
、
ス
テ
ッ
カ

ー
等
の
掲
示

三

衣
服
等
に
刺
し
ゅ
う
等
を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者

衣
服
等
に
暴
走
族
の
名
称
そ
の
他
暴
走
族

で
あ
る
こ
と
を
誇
示
す
る
文
字
、
図
形
又
は
模
様
の
刺
し
ゅ
う
等
を
し
な
い
こ
と
及
び
そ
の
旨
の
標

示
並
び
に
暴
走
族
等
の
追
放
の
促
進
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
、
ス
テ
ッ
カ
ー
等
の
掲
示

四

学
校
又
は
職
場
の
関
係
者
そ
の
他
少
年
の
育
成
に
携
わ
る
も
の

少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た

め
の
活
動
を
通
じ
た
暴
走
族
等
の
追
放
の
促
進
に
関
す
る
指
導
及
び
暴
走
族
等
の
追
放
の
促
進
に
関

す
る
ポ
ス
タ
ー
、
ス
テ
ッ
カ
ー
等
の
掲
示

さ
く

五

公
共
の
場
所
の
管
理
者

迷
惑
走
行
を
禁
止
す
る
旨
の
標
示
及
び
こ
れ
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
柵

そ
の
他
設
備
の
整
備

六

道
路
の
管
理
者

暴
走
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
道
路
の
附
属
物
等
の
整
備
又
は
改
善

七

前
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
関
係
者

暴
走
族
等
の
追
放
の
促
進
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項

（
暴
走
族
追
放
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

第
八
条

香
川
県
警
察
本
部
に
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
及
び
前
条
に
規
定
す
る
事
務
そ
の

他
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
活
動
に
係
る
事
務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
暴
走
族
追
放
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を

置
く
。

２

暴
走
族
追
放
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
、
少
年
の
特
性
及
び
少
年
へ
の
適
切
な
対
応
の
方
法
に
関
す
る
知
識

並
び
に
暴
走
族
等
に
関
す
る
知
識
を
有
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
の
う
ち
か
ら
、
警

察
本
部
長
が
非
常
勤
の
職
員
と
し
て
任
命
す
る
。

一

人
格
及
び
行
動
に
つ
い
て
、
社
会
的
信
望
を
有
す
る
こ
と
。

二

職
務
の
遂
行
に
必
要
な
熱
意
及
び
時
間
的
余
裕
を
有
す
る
こ
と
。

三

健
康
で
活
動
力
を
有
す
る
こ
と
。

（
警
察
本
部
長
へ
の
委
任
）

第
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
警

察
本
部
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

一
一



別記様式第１号（第５条関係）

（表）

援 助 申 出 書

年 月 日

香川県公安委員会 殿

申出人氏名 �

香川県暴走族等の追放に関する条例第１２条の規定による援助を受けたいので、次のとおり申し出ま

す。

（ 歳）

（ 歳）

住 所

（ ふ り が な ）

氏 名

連 絡 先

少 年 と の 関 係

住 所

氏 名

住 所

氏 名

職 業（学 校 名）

関係する暴走族の名称

加 入 強 制 行 為 又 は

離 脱 妨 害 行 為 の 内 容

保
護
者

少

年

申

出

人

少

年

関

係

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

一
二



（裏）

備考

１ ※印欄には記載しないこと。

２ 申出人は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

受 け た い 援 助 の 内 容

※

措 置

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

一
三



別記様式第２号（第６条関係）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

指 導 要 請 書

第 号

年 月 日

殿

警察署長 �

香川県暴走族等の追放に関する条例第１３条の規定により、あなたの監護に係る少年について、下記

の暴走族から離脱するよう指導することを要請します。

氏 名

生 年 月 日

少 年 の 氏 名 等

暴 走 族 の 名 称

要 請 の 理 由

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

一
四



香
川
県
警
察
組
織
規
則
及
び
香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

伊

東

弘

敦

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
四
号

香
川
県
警
察
組
織
規
則
及
び
香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
香
川
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

香
川
県
警
察
組
織
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

香
川
県
暴
走
族
等
の
追
放
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
三
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県

公
安
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
八
十
一
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
八
号

香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
警
察
本
部
長

植

松

信

一

香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
（
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
二
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の

八
十
一
の
三

香
川
県
暴

走
族
等
の
追
放
に
関
す

る
条
例
（
平
成
十
五
年

香
川
県
条
例
第
三
号
）

第
十
二
条

少
年
等
か
ら
の
援
助
の
申
出
の
受
理

及
び
援
助

○

第
十
四
条

事
業
者
等
に
対
す
る
協
力
の
要
求

○

第
十
八
条
第
一

項

重
点
禁
止
区
域
の
指
定

○

第
十
八
条
第
二

項

指
定
の
告
示

○

第
十
八
条
第
三

項

重
点
禁
止
区
域
の
指
定
の
変
更
又
は

解
除
（
第
十
八
条
第
二
項
の
準
用
）

○

第
十
八
条
第
三

項

指
定
の
変
更
又
は
解
除
の
告
示
（
第

十
八
条
第
二
項
の
準
用
）

○

二
十
三
の
二

香
川

県
暴
走
族
等
の
追

放
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
五
年
香

川
県
条
例
第
三
号
）

第
十
三
条

暴
走
族
か
ら
の
離
脱
の
指

導
の
要
請

指
導
要
請
書
（
香
川
県
暴

走
族
等
の
追
放
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
（
平
成
十

五
年
香
川
県
公
安
委
員
会

規
則
第
十
三
号
）
別
記
様

式
第
二
号
）

警
察
本
部
告
示

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

一
五
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規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
、
政
治
活
動（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）の
た
め
に
寄
附
を
受
け
、

又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

大

林

一

友

一

政
党
の
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

自
由
民
主
党
香
川
県
連
美

容
支
部

箭
木

敬
子

大
石

泰
子

高
松
市
藤
塚
町
三
―
一
三
―
五

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
高
久
夫
後
援
会

大
熊

良
則

大
高

鶴
市

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
東
八
七
九
―
五

大
谷
隆
生
後
援
会

三
木

桂
吾

武
内

宗

小
豆
郡
池
田
町
大
字
二
面
六
五
八
―
二

香
川
中
小
企
業
家
育
成
会

笹
川

重
幸

吉
川

佳
克

高
松
市
中
央
町
一
四
―
一
〇
―
二
一

香
川
信
久
後
援
会

森
中

恒
夫

織
田

信
之

丸
亀
市
本
島
町
泊
四
九
四
―
六

川
上
光
俊
後
援
会

今
川

勝

川
上

俊
美

三
豊
郡
豊
中
町
大
字
上
高
野
三
七
六
九

木
村
ゆ
み
を
励
ま
す
会

川
野

達
男

太
田

文
子

大
川
郡
白
鳥
町
与
田
山
二
六
七

黒
川
恵
後
援
会

黒
川

恵

松
本

義
彦

香
川
郡
塩
江
町
大
字
上
西
甲
二
一
二
五

佐
伯
敬
三
後
援
会

藤
本

博
文

城

晃

小
豆
郡
土
庄
町
渕
崎
甲
七
三
三
―
四

坂
下
一
朗
後
援
会

坂
下

一
朗

坂
下

正
憲

小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
二
九
一
―
二

中
村
順
一
後
援
会

鎌
田

実

横
山

政
治

高
松
市
多
賀
町
一
―
四
―
一
四

西
岡
あ
き
お
後
援
会

宮
本

重
吉

福
田

光
男

綾
歌
郡
国
分
寺
町
国
分
二
八
三
―
一
一

２１
世
紀
を
創
る
会

河
田

潔

藤
川

咲
子

香
川
郡
香
南
町
大
字
吉
光
一
〇
四
三
―

四

藤
田
昌
大
と
共
に
誇
れ
る

町
を
つ
く
る
会

藤
田

昌
大

藤
田

節
子

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
ノ
上
一
九
―

二

昌
大
会

安
藤

要

森

昌
一

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
ノ
上
一
九
―

二

三
木
ゆ
う
じ
ろ
う
後
援
会

浜
田
コ
ス
ミ

井
口

哲
彦

小
豆
郡
土
庄
町
上
庄
一
九
五
三
―
一
五

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
五
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香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

（
第
九
〇
三
四
号
）

一
六


